
子育て



仕事内容
子どもすこやか部児童相談所設置準備室

主な仕事内容：児童相談所を東大阪市に設置すること

児童相談所って何？なぜ設置するのか

ハード面：どのような建物を設置するのか

ソフト面：国の基準等に沿った職員の配置や育成など運営等の検討、
庁内外の組織等とどのように連携するか

などの検討、調整等を行っています



仕事内容
子どもすこやか部児童相談所設置準備室

児童相談所設置準備室：令和４年度に設置

令和４年度：東大阪市新たな児童福祉行政の基本方針・児童相談所設置計画
東大阪市児童相談所整備基本構想

令和５年度
～令和６年度：東大阪市（仮称）こどもセンター及び新四条図書館整備に係る基本計画

令和７年度：施設整備の事業者を選定（予定）

（児童相談所設置のスケジュール）

令和１２年度：児童相談所の運営開始（予定）



仕事内容

主な仕事内容

・給付金、補助金業務
認可保育施設に対し、利用者負担の軽減、保育の質を高める為の施策
を実施

・在宅支援業務、その他支援業務
保育所等以外での子育てを支援

子どもすこやか部子育て支援室施設給付課



給付金、補助金業務

保育士支援
保育の質の向上

Ex)保育人材の確保施策、処遇改善、
保育補助者の配置、保育士の加配など

利用者支援

Ex)延長保育・一時預かり事業、誰でも通園制度
３歳児以上無償化など

市役所
保育施設



在宅支援業務、その他支援業務

■病児保育事業 ■出産記念品

■つどいの広場

■ファミリーサポートセンター



今後の施策

施設給付課

東大阪版子どもファーストロードマップ


